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社会福祉法人設立 

役員等に関する主な要件 

設立要件 定数は６名以上であること。 

理事 

理事選任にあたって 

－社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。 

－理事長は理事の中から選出すること。 

－それぞれの理事」が代表権を有することは可能であるが、各理事と親族等の特殊な関係にある者のみ 

が代表権を有する理事となることは適当ではない。 

－各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。 

定款準則による制限 

 

理事定数             親族等の数 

６－９名 1 名 

１０名－１２名 ２名 

１３名 ３名 

 

－当該法人の係る社会福祉施設の整備又は運営と蜜接に関連する業務を行う者が理事総数の３分の 1 

を超えてはならない。 

－社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。 

 

学識経験を有する者 地域の福祉関係者 

－社会福祉に関する教育を行う者 

－社会福祉に関する研究を行う者 

－社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事し

た経験を有する者 

－公認会計士、税理士、弁護牛等、社会福祉事業経

営を行う上で必要、かつ、有益な専門知識を有

する者 

－社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役

職員 

－民生委員、児童委員 

－社会福祉に関するボランチイア団体、親の会等

の民間社会福祉団体の代表者等 

－医師、保健師、看護師等保険医療関係者 

－自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員そ

の他その者の参画により施設運営や在宅福祉事

業の円滑な遂行が期待できる者 

 

－社会福祉施設を経営する法人にあっては、実態を 1 人以上の施設長等が理事として参加すること。 
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監事  

定数は２名以上であること。 
監事選任にあたって 

－監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。 

－監事のうち１名は財務緒表を監査しうる者（弁護士、公認会計士、税理士、会社等の監査役・経理責

任者など）でなければならない。 

－監事のうち１名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。 

－他の役員と親族等の特殊の関係があるものであってはならない。 

－当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と蜜接に関連する業務を行う者であってはならない。 

 
資産等に関する主な要件 

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければなりません。 

 
基本財産 

社会福祉事業を行うために直接必要な物件について、所有権を有していること。 

国又は地方公共団体から土地や建物について貸与又は使用許可を受けている場合や、都市部等土地の取

得が極めて困難な地域において、国又は地方公共団体から土地や建物について貸与を受け、その土地に

ついて事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記した場合には所有権を

有している必要はない。 

設立に際して必要な資産。 
運用財産のうち当該法人の年間事業費の 12 分の 1 以上（事業によっては 12 分の 2 以上）に相当する現

金、普通預金又は当座預金を有していること。 

国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている社会福祉施設を経営する法人の基本財産。 

社会福祉施設の用に供する不動産が、国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合にあ

っては、1000 万円以上に相当する資産をありしていなければならない。 

社会福祉施設を経営しない法人は、原則として 1 億円以上の基本資産を有していること。 

（ 緩和措置 ） 

－居宅介護等事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合には、1000

万円以上の基本資産があれば足りる。 
－地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合で、要件を満たした場合

1000 万円以上の基本資産があれば足りる。 

－介助犬訓練事業又は盲導犬訓練事業の経営を目的とした社会福祉法人を設立する場合で、要件を満た

した場合、1000 万円以上の基本資産があれば足りる。 

－社会福祉協議会及び共同募金会にあっては、300 万円以上に相当する資産。  
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運用財産 
設立に際して必要な資産 

運用財産のうち当該法人の年間事業の 12 分の 1 以上（事業によっては 12 分の 2 以上）に相当する現金、普

通預金又は当座預金を有していること。 

 
公益事業用財産 
公益事業用財産を行うにあっては、それに必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければな

らない 

 

収益事業用財産 
収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的した収益事業を行うことができるが収益事業を行うにあた

っての必要な財産を有し、かつ、他の財産と区分して管理しなければならない。 

 

 

時設計は園舎設計、保育園、幼稚園、認定こども園の園舎設計を専門でおこなっています。 

安心こども基金、補助金、交付金、入札情報について詳しいご説明・ご相談をいたします。 

 

 

東京本社 

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-12-11 アヅマビル 

 TEL 03-3661-3673 FAX 03-3661-8376 E-mail info@tokisekkei.co.jp 

 

九州営業所 

〒896-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 7-42-8 トミーマンション光の森 102-A 号 

TEL：096-233-3191 FAX：096-285-426 

 

沖縄営業所 

 〒901-0155 沖縄県那覇市金城 2-11-4 エナジーワン 302 

 TEL：098-852-0112 FAX：098-859-1908 E-mail okinawa@tokisekkei.co.jp 


